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インフルエンザ登園許可書 
≪お子さんがインフルエンザにかかった場合≫ 
①ラインや電話、お手紙等でインフルエンザのかかったことをこども園に知らせてください。欠席ではな
く、出席停止となります。 
②登園する際は、インフルエンザ登園許可書を提出してください。医師による診断書の提出は必要ありま
せんが、必ず病院受診し、出席停止期間を守りましょう。 

≪保護者記入用≫ 

 

 

 発症日 

０日目 

発症後 

１日目 

発症後 

２日目 

発症後 

３日目 

発症後 

４日目 

発症後 

５日目 

発症後 

６日目 

発症日 

 ７日目 

月日（曜日）  ／（ ） ／（ ） ／（ ） ／（ ） ／（ ） ／（ ） ／（ ） ／（ ） 

解熱剤 

使用の有無 
有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 

朝の体温 時  分 時 分 時  分 時 分 時  分 時  分 時 分 時  分 

     ℃  ℃  ℃  ℃  ℃  ℃  ℃  ℃ 

夕の体温 時  分 時 分 時  分 時 分 時  分 時  分 時 分 時  分 

     ℃    ℃     ℃  ℃     ℃     ℃     ℃  ℃ 

備考         

インフルエンザ登園許可願い（保護者記入） 

石川こども園 園長殿      クラス：        組 / 園児名：            

令和   年   月  日、医療機関名         において、 

インフルエンザA / インフルエンザBと診断されました。  （※どちらかに〇をつける） 

令和  年  月  日現在インフルエンザ症状の発症した後５日間を経過し、かつ、解熱した後３日を

経過しましたので、登園許可をお願いいたします。  

 保護者氏名             印  

 

【重要事項の確認】 ※解熱とは・・37.5 度以下（37.5 度含む）とする 

◎発症後５日目までは全員登園停止です。 

◎解熱３日間とは・・解熱薬の使用をしないで発熱しなくなり、３日を経過した事
をいいます。例）発症後２日目に解熱すると、３・４・５日目は自宅安静期間で
す。６日目より登園可能です。 

※発熱した日及び解熱した日は０と数えます。 

※解熱の基準・・１日（朝・夕）を通して、発熱症状が無い日を０と数えます。 

※発症（発熱）日から体温を測定し、記入してください。 

※発熱期間が長く、記録様式が足りない場合は、裏面、あるいは、別の記録用紙を
添付する等してください。 

※登園初日の受け入れ時に、基準を満たしていない場合には、引き続きご家庭で様
子を見ていただく為、保護者の方と降園となります。 

※登園初日受け入れ時に検温を実施します。 

※ここまでは登園禁

止です。解熱後３日

経過しても、発生後

５日目までは自宅安

静期間とします。 

 

 


